
意   見   書  

１  大規模小売店舗の名称  京成  津田沼１２番街ビル  

２  意見の内容  

１  駐車場需要の充足等交通に係る事項  

（意見）  

 

（理由）  

２  歩行者の通行の利便の確保等に係る事項  

（意見）  

 開店閉店時間の変更により夜間においても多くの来店が見込まれ、店舗周辺の

通行人も増加が見込まれることから、来店客に対して受動喫煙防止の周知啓発に

ついてご協力いただきたい。  

 （理由）  

 店舗周辺は「習志野市受動喫煙の防止に関する条例」において重点区域（喫煙

の禁止）に指定しているため。  

３  廃棄物の減量化及びリサイクルについての配慮に係る事項  

（意見）  

 

（理由）  

４  防災・防犯対策への協力に係る事項  

（意見）  

 

（理由）  

５  騒音の発生に係る事項  

（意見）  

習志野市環境保全条例の騒音の規制基準値を遵守すること。また、機器類の

配置変更や増設がある場合は当該条例に定めた必要な手続きを行うこと。  

（理由）  

 習志野市環境保全条例第４条、第６条の２  

６  廃棄物に係る事項  

（意見）  

 

（理由）  

７  街並づくりに係る事項  

（意見）  

 

（理由）  

 


